
 

千葉県幕張新都心地下駐車場指定管理者募集要項 

 

 

千葉県では、幕張新都心地下駐車場(以下｢駐車場｣という。)の管理運営を効果的かつ効率

的に行うため、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第３項及び千葉県幕張

新都心地下駐車場条例(平成元年千葉県条例第４号)第７条の規定に基づき、駐車場の管理運

営業務を行う指定管理者を募集します。 

 

 

１ 対象施設の概要 

（１） 名 称 

千葉県幕張新都心地下駐車場 

 

（２） 所在地 

千葉市美浜区中瀬二丁目２番３ 

 

（３） 施設の沿革、役割等 

当駐車場は、幕張メッセをはじめ幕張新都心への来場者への足の確保として、平成元年

１０月に５００台収容の第一駐車場を設け、平成５年１０月に６２４台収容の第二駐車場

を設け平面及び機械式により１，１２４台を収容できる規模で営業してきましたが、機械

式が耐用年数を迎え非効率となったことから平成１７年度に撤去し、１８年度からは  

７３９台の収容能力をもった平面式で営業しております。 

 

（４） 施設概要 

    敷地面積 ２９，５４１ｍ２ 鉄筋コンクリート造 

    延床面積 ３５，２１８ｍ２ 第一駐車場 １３，９１５ｍ２ 地上１階地下１階 

                          収容能力２８０台 

事務所（第一駐車場内）約１００㎡ 

                  第二駐車場 ２１，３０３ｍ２ 地上１階地下２階  

収容能力４５９台 

                  事務所（第二駐車場内）約２００㎡ 

 

（５） 入出場時間及び閉鎖日 

駐車場に入場し、又は駐車場から出場することのできる時間は、午前零時から午後十二

時までとします。 

    閉鎖日はありません。 

 

 



 

（６） 施設利用台数及び収入金額（令和２年度～４年度の実績） 

（金額は税込み表示）   

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

駐車延台数 222,023 台 233,014 台 260,627 台 

利
用
料
金
収
入 

普通駐車（時間貸し） 132,746 千円 145,101 千円 172,285 千円 

回数駐車 27,662 千円 28,751 千円 28,494 千円 

定期駐車 24,312 千円 22,043 千円 18,674 千円 

   計 184,720 千円 195,895 千円 219,453 千円 

 

（７） その他 

    当駐車場は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６

年法律第１１２号）第１４８条第１項及び第１８４条第１項の規定により、千葉市長から

避難施設として指定されていますので、武力攻撃事態等において、一時的な避難施設（以

下「緊急一時避難施設」という。）として使用されることがあります。 

    なお、緊急一時避難施設への避難は、J アラートによるミサイル発射情報が伝達されて

から周囲の安全が確認されるまでの 1～2 時間程度を想定しており、その後も引き続き避

難が必要な場合は、自治体が関係機関等と連携して、滞在型の避難施設に誘導します。 

 

２ 指定管理者の業務の範囲 

（１） 駐車場の運営に関する業務 

① 駐車場の利用者との契約に関する業務 

② 駐車場の利用料金の設定及び収受等に関する業務 

③ 駐車場の利用促進に関する業務 

（２） 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務 

 

３ 業務の基準 

（１） 駐車場の管理運営を行うに当たっては、次の関係法令等の規定を遵守すること。 

① 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、同施行令（昭和２２年政令第１６号） 

② 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）、同施行令（昭和３２年政令第３４０号） 

③ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）

及び健康保険法（大正１１年法律第７０号）等の労働関係諸法令 

④ 千葉県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年千葉県

条例第２号） 

⑤ 千葉県幕張新都心地下駐車場条例（平成元年千葉県条例第４号）、同管理規程（平成

元年千葉県企業庁管理規程第１４号） 

⑥ その他関連法規 

 なお、指定管理者が駐車場の利用者に対して行う許可その他の処分には、千葉県行政手



 

続条例(平成７年千葉県条例第４８号)が適用されるので留意すること。 

（２） 指定管理者は、「指定管理者の業務の範囲」に掲げる業務（以下「指定管理業務」という。）

のほか、駐車場の施設内において、「２ 指定管理者の業務の範囲」に該当する業務以外の

業務であり、使用料・利用料金以外の費用を利用者等から徴して行う、施設のサービス向上

に資する事業（以下「自主事業」という。）を実施することができる。自主事業については

事業計画書に実施内容を記載するとともに、必要に応じて行政財産の目的外使用許可を得

ること。 

（３） 事業計画書提出後に新たな事業を企画・実施するなど事業計画を変更する場合、実施内

容や利用者から徴収する料金等について、事前に県への協議を行うこと。 

（４） 駐車場の管理の業務（自主事業を含む。）の経理は、指定管理者が実施する他の事業と明

確に区分し、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備すること。また、千葉県が必要

と認めるときは、その報告や実地調査に誠実に応じること。 

（５） 駐車場の指定管理者が作成し、又は取得した文書（駐車場の管理の業務に係るものに限

る。以下「管理文書」という。）は、千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例第６５号）

に規定する行政文書に準ずるものとして適正に管理を行うこと。 

    なお、指定管理者は、管理文書の分類、保存及び廃棄に関する基準その他管理文書の管

理に関し、必要な事項を年度毎に定め、千葉県に報告し了承を得るものとする。（管理開始

年度の基準等については、指定管理者になる団体が管理開始日の７日前までに千葉県に報

告し了承を得る。） 

（６） 指定管理者が保有する管理文書について、知事に対し個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）に基づく個人情報の開示の請求又は千葉県情報公開条例に基づく

行政文書の開示の請求があった場合において、知事からこれらの請求に係る管理文書の提

出を求められたときは、これに応ずること。 

（７） 指定管理者は、駐車場の管理の業務に係る個人情報について、個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライ

ン」に基づき適正に取り扱うこと。 

（８） 指定管理者が行う駐車場の利用者に対する各種の指導については、千葉県行政手続条例

第４章の規定の適用はないが、指定管理者は、これらの指導に当たっては、県の機関に準ず

るものとして、同章の趣旨にのっとり適切に行うこと。 

（９） 施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

（10） 省資源や省エネルギーの推進など、「千葉県庁エコオフィスプラン」の趣旨に基づいた取

組を実施すること。 

（11） 管理業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。 

（12） 指定管理者が行う業務の詳細については、千葉県幕張新都心地下駐車場管理業務仕様書

によること。 

 

４ 指定管理者と千葉県の責任分担 

  指定管理者と千葉県の責任分担の詳細は、別途協定書に定めますが、基本方針は次のとおり

です。 



 

（１） 千葉県幕張新都心地下駐車場管理業務仕様書に掲げる業務は指定管理者に行っていただ

きます。 

（２） 事故による施設の損傷及び被災者に対する責任は、事案毎の原因によって判断します。 

（３） 指定管理者は、駐車場の利用者に被災等があった場合は、迅速かつ適切に対応し、速や

かに千葉県に報告しなければならないものとします。 

（４） 駐車場を管理運営していく上で、利用者からの苦情、トラブル等については、原則とし

て指定管理者に対応していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（５） 指定管理者と千葉県との危険負担表 

種 類 内        容 

負 担 者 

千葉県 
指定 

管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域・住民及び

施設利用者への対応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの反対、

訴訟、要望等への対応 
 ○ 

上記以外 ○  

法令の変更 

施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ◯  

指定管理者自身に影響を及ぼす法令変更  ◯ 

税制度の変更 

施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

政治、行政的理由に

よる事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた

場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後

の維持管理運営経費における当該事情による増加経費負担 

○  

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、火災、争乱、暴動その他の千

葉県又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然

的又は人為的な現象）に伴う、施設、設備の修復による経費の増加

及び事業履行不能 

◯  

資金調達 経費の支払い遅延（指定管理者→業者）によって生じた事由  〇 

施設・設備・備品の

損傷に対する修繕 

経年劣化によるもの（小規模なもの）  ○ 

   〃  （上記以外） ○  

第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの（極めて

小規模なもの） 
 ○ 

   〃  （上記以外） ○  

資料等の損傷 

管理者として注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

第三者からの行為から生じたもので相手方が特定できないもの 

（極めて小規模なもの） 
 ○ 

   〃  （上記以外） ○  

書類の誤り 
仕様書等千葉県が責任を持つ書類の誤りによるもの ◯  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの  ◯ 

第三者への賠償 

管理者として注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合  ◯ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ◯  

セキュリティ 警備不備により情報漏洩、犯罪発生  ○ 

事業終了時の費用 
指定管理者業務の期間が終了した場合又は期間中途における業務

を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ◯ 



 

（６） （５）に定めるもののほか、千葉県が実施する修繕等は、次のとおりです。なお、修繕等

を実施する際は、指定管理者と協議します。 

① 施設の再建築（全部又は一部）等の躯体に係る工事 

② 法令等により、施設設置者に施行義務が課された工事 

③ 施設の運営に影響を及ぼす規模の大規模修繕工事 

④ 耐用年数を超える改修対象設備の電気工事、管工事その他設備工事 

⑤ １件当たりの予定価格が１００万円以上の工具、器具及び備品の買入れ 

⑥ その他指定管理者との協議により千葉県の実施とされたもの 

 

５ 管理運営経費等 

（１） 事業計画・収支計画 

① 事業計画・収支計画は、消費税及び地方消費税込みの額で策定してください。 

    ② 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付され

ている者（以下、「障害者」という。）が使用する自動車（定期利用されている者を除

く。）の利用料金については、障害者１名につき、１台に限り全額免除（※）すること

として事業計画・収支計画を策定してください。 

※令和４年度における、利用料金の全額免除延台数の実績は６，０４６台です。 

（２） 利用料金制の導入 

駐車場の利用に係る料金については指定管理者の収入とし、その収入をもって駐車場の

管理運営費に充てるものとします。 

（３） 納付金 

指定管理者は、各年度の四半期ごとに、駐車場の利用料金収入の５０パーセント以上を、

支払対象期間の最終月の翌月末日までに千葉県へ納付していただきます。 

なお、指定管理者の駐車場の管理業務に係る各年度の決算において、利用料金収入に対

する純利益の割合が２０パーセントを超えた場合には、その超えた部分の５０パーセント

に当たる金額を、５月末日までの千葉県企業局長が指定する日までに納付していただきま

す。 

    支払対象期間 納付期限 

第１回 ４月、５月、６月 ７月末日 

第２回 ７月、８月、９月 １０月末日 

第３回 １０月、１１月、１２月 １月末日 

第４回 １月、２月、３月 ４月末日 

（４） 指定期間中の施設の大規模修繕等の予定 

① 指定期間中に千葉県が大規模修繕工事等を実施する予定です。 

  なお、現在、実施を予定している大規模修繕工事等は、次のとおりです。 

  ・消防用設備改修 

  ・躯体劣化部等改修 

  ・地下駐車場附帯設備改修 



 

② 千葉県が大規模修繕工事等を実施する際は、施工方法等を含む諸条件について、あ

らかじめ指定管理者と協議します。 

  なお、工事期間中、駐車場の一部で営業が制限される場合があります。 

（５） 利用料金の免除 

障害者が使用する自動車（定期利用されている者を除く。）の利用料金については、指定

管理者が「千葉県幕張新都心地下駐車場条例」第１３条の規定により、千葉県企業局長の

承認を得て、障害者１名につき、１台に限り全額免除の措置が実施されているところであ

り、引き続き実施してください。 

 

６ 指定の期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までとします。 

  ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは指定を取り消すことがあります。 

 

７ 応 募 

（１） 応募資格 

    法人その他の団体（個人での応募はできません。）又はそのグループであって、次の全て

の条件を満たすものとします。 

① 千葉県内に事務所等を置く、又は置こうとする団体であること。 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

等による手続きをしている団体でないこと。 

③ 法人税、消費税、地方消費税、県税及び市町村税の滞納がないこと。 

④ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定により、本県か

ら入札の参加者資格を取り消されていないこと。 

⑤ 本県から指名停止措置を受けていないこと。 

⑥ ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと（受けている場合には、  

必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みであること） 

⑦ 役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。 

⑧ 駐車場の管理を行うためにふさわしい信用力、資力、経営力及び企画力を有してい

る者であること。 

⑨ 次に掲げる暴力団排除措置事由に該当しないこと。 

   ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定するものをいう。以下同じ。）

又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき。 

   イ 役員が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員若しくはこれに準ずる者

（以下「暴力団関係者」という。）であるとき又は暴力団関係者が経営に実質的に関

与しているとき。 

ウ 役員が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与

える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 

エ 役員が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する



 

など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

オ 役員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。 

   カ 役員が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしてい

るとき。 

（２） グループ応募 

駐車場のサービスの向上並びに業務の効率的な実施を図る上で必要な場合は、複数の法人

等（以下「グループ」という。）が共同して応募することができます。この場合は、次の事項

に留意して申請してください。 

   ① グループにより申請をする場合は、グループの名称を設定し、代表となる法人等を選

定すること。なお、代表となる法人等以外は、当該グループの構成団体として扱います。 

     また、代表となる法人等又は構成団体の変更は認めません。 

   ② グループ応募については、グループ（共同体）応募届（様式第３号）、グループ（共同

体）構成団体業務分担表（様式第４号）、グループ（共同体）協定書（様式第５号）を提

出してください。 

   ③ グループの構成員は、他のグループの構成員となり、又は単独で申請を行うことはで

きません。  

 

８ 提出書類 

申請に当たっては、以下の書類を千葉県に提出していただきます。なお、千葉県が必要と認

める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。また、申請書に記載漏れや添付書類の

不足等、形式的な不備がある場合は、数日程度の期限を定めて補正を指示することがあるので、

速やかに対応してください。 

（１） 指定申請書（千葉県幕張新都心地下駐車場管理規程（平成元年９月２６日企業庁管理規

程第１４号）別記様式、押印不要） 

（２） 事業計画書（様式第１号） 

（３） 関係書類 

① 申請の日の属する事業年度の前事業年度分の貸借対照表、損益計算書、収支決算書

その他の団体の財務状況を明らかにする書類 

② 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務の内

容を明らかにする書類 

③ 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類 

④ 法人の登記事項証明書及び印鑑証明書（法人のみ） 

⑤ 団体の役員名簿及び役員の履歴書 

⑥ 法人税、消費税及び地方消費税、千葉県税、市町村税（本店及び県内事業所にかか

るもの）の各納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税、県税及び市町村税を滞納

していないことが確認できるもの） 

・法人税、消費税及び地方消費税は、税務署発行の納税証明書（その３の３） 

・千葉県税は、県税事務所発行の納税証明書（第４０号様式その２） 



 

・市町村税の納税証明書（様式名は各市町村へお問い合わせください） 

⑦ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していない事

業者は除く。） 

⑧ 障害者雇用状況報告書の写し（今年度公共職業安定所長に提出した、受付印がある

もの。ただし、インターネット経由で提出した場合、受付印は不要。）。なお、公共職

業安定所長への提出義務のない事業主については、障害者雇用状況報告書（様式第２

号）。 

⑨ 厚生労働省が所管する事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト「スター

トアップ労働条件」のＷＥＢ診断結果 

⑩ ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けている場合、必要な措置の実施につ

いて労働基準監督署に報告済みであることを証する書類 

⑪ グループによる応募に当たっては、グループ構成員となる全ての法人等の上記関係

書類に加え、次の書類を提出してください。 

・グループ（共同体）応募届（様式第３号） 

・グループ（共同体）構成団体業務分担表（様式第４号） 

・グループ（共同体）協定書（様式第５号） 

    

（注）各証明書は、提出日において発行の日から３ヶ月以内の原本を提出すること。 

 

（４） 提出部数 

    提出部数は、正本１部、副本１部（副本は複写可。）とします。 

 

９ 質問事項の受付 

  募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

① 受付期間  令和５年７月２４日(月)から令和５年８月１４日(月)まで 

  ② 受付方法  質問書（様式第６号）に記入の上、ＦＡＸ又は電子メールで提出してくだ

さい。 

    ＦＡＸ：０４３－２９６－６４６３  E-Mail：assetma-m4@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

10 現地説明会の実施 

現地説明会を次により開催します。参加を希望される場合は、法人等の名称及び参加する方

の氏名をあらかじめ連絡してください。 

① 開催日時  令和５年８月７日(月) 午後２時から 

② 開催場所  幕張テクノガーデンＤ棟 ５階会議室 

  ③ 連絡先   千葉県企業局土地管理部資産管理課事業推進室 

TEL ０４３－２９６－８７９２ 

 

 

 



 

11 申請書提出先及び提出期間 

（１） 提出先  千葉県企業局土地管理部資産管理課 

〒２６１－８５５２  千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 

（幕張テクノガーデンＤ棟 5 階） 

ＴＥＬ：０４３－２９６－８７９２  ＦＡＸ：０４３－２９６－６４６３ 

（２） 提出期間 令和５年８月２８日(月)から令和５年９月２２日（金）まで（県の休日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時までとします。 

    ※郵送の場合、書留郵便により最終日の午後５時までに必着のこと。 

    ※電子メール、ファクシミリでの提出は認めません。 

    ※提出書類のうち事業計画書については、書類の提出と併せて電子ファイルを、ＣＤ－

Ｒ、USB メモリ等に記録し提出してください。(電子ファイルの形式はワード、エクセ

ルとしてください。また、手書き部分は電子ファイル化できなくても可とします。) 

 

12 選定方法 

（１） 提出された提案書類をもとに次の審査基準に沿って、外部有識者等に意見を求めた上で、

「千葉県幕張新都心地下駐車場指定管理者（候補者）選定委員会」において候補者を選定

します。 

（２） 選定審査において、申請者である法人その他の団体の代表者又は代理の方のプレゼンテ

ーションをお願いします。（時間、場所については申請者に後日連絡します。） 

（３） グループで応募した団体については、選定審査に先立ち、同選定委員会において、提出

された書類（上記８、（３）関係書類、様式第３号以下）に基づき、グループ応募の理由・

必要性や、構成団体の役割・責任分担等の審査を行います。 

 

13 申請に要する経費 

申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。 

 

14 無効又は失格 

  以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。 

① 申請書の提出方法、提出先、提出期限が守られなかったとき。 

② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

③ 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

④ 虚偽の内容が記載されているもの。 

⑤ その他、選定委員会で協議の結果、審査に当たって不適当と認められるもの。 

 

15 選定結果 

選定委員会で候補者に選定された団体については、令和５年１０月中旬頃に千葉県ホームペ

ージに掲載します。また、選定結果の詳細については、令和５年１０月下旬頃に千葉県ホーム

ページに掲載します。 

 



 

16 指定管理者の決定及び協定 

（１） 指定管理者は千葉県議会の議決を経て決定(指定)されます。 

（２） 指定後、別添協定書（案）に基づき、管理に関する協定を締結します。 

（３） 前管理者から管理業務を引き継ぐために要する費用、及び次の管理者に業務を引き継ぐ

ために要する経費について、千葉県から別途負担はありません。指定管理者の責任で行っ

ていただきます。 

 

17 スケジュール 

  公募から管理開始までの主なスケジュールは次のとおりです。 

令和５年７月２４日（月） 募集要項公表・配布開始 

質問事項受付開始 

   令和５年８月 ７日（月） 現地説明会 

令和５年８月１４日（月） 質問事項締切 

   令和５年８月２８日（月） 申請書受付開始 

   令和５年９月２２日（金） 申請書提出期限 

      令和５年１０月上～中旬  プレゼンテーション 

外部有識者等からの意見聴取 

   令和５年１０月中旬     選定委員会で候補者の審査・選定、選定団体の公表 

令和５年１０月下旬    選定結果の公表 

   令和５年１２月中旬    指定管理者の議決 

   令和６年１月中旬     指定管理者の指定 

   令和６年３月       協定書の締結 

                前管理者からの引継ぎ等管理開始に向けた準備 

   令和６年４月１日（月）  指定管理者による管理開始 

 

18 その他 

（１） 提出書類は必要に応じ複写します。使用は県庁内、選定委員会等において、選定の検討

に当たり千葉県が必要と認めるときに限ります。 

（２） 指定されなかった団体の提出書類は、指定管理者の指定の議決後６０日以内に限り、申

請者からの請求及び費用負担により原本（正本・副本）を返却します。 

（３） 提出書類（複写物を含む。）は情報公開の請求により、千葉県情報公開条例に基づき開示

することがあります。 

（４） 「７応募資格（１）⑨」に該当するか否かについて、警察本部に照会を行う場合がありま

す。 

 

 

 

 

 



 

問合せ先 

千葉県企業局 土地管理部 資産管理課 

事業推進室 担当 古川 

ＴＥＬ：０４３－２９６－８７９２ 

ＦＡＸ：０４３－２９６－６４６３ 

E-Mail：assetma-m4@mz.pref.chiba.lg.jp 

19 添付資料・様式 

① 千葉県幕張新都心地下駐車場管理業務仕様書 

② 千葉県幕張新都心地下駐車場の管理運営に関する協定書（案） 

   別記１ 千葉県幕張新都心地下駐車場管理業務仕様書 ＜省略＞ 

   別記２ 危険負担表 

   別記３ 個人情報取扱特記事項 

③ 千葉県幕張新都心地下駐車場指定管理者審査基準 

④ グループ応募に係る団体審査基準 

⑤ 指定申請書(管理規程別記様式) 

⑥ 事業計画書(様式第１号) 

⑦ 収支計画表(様式第１号の２) 

⑧ 収支計画書(様式第１号の２の２) 

⑨ 収入内訳書(様式第１号の２の３) 

⑩ 給与積算内訳書(様式第１号の３) 

⑪ 委託予定業務一覧表(様式第１号の４) 

⑫ 障害者雇用状況報告書(様式第２号) 

⑬ グループ（共同体）応募届(様式第３号) 

⑭ グループ（共同体）構成団体業務分担表(様式第４号) 

⑮ グループ（共同体）協定書(様式第５号) 

⑯ 質問書(様式第６号) 

⑰ 参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


